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船舶事故調査報告書 

                                   

平成２３年８月１８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                                                      委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成２３年３月１６日（水） １１時５５分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市小手
お て

島漁港の小手島桟橋 

 丸亀市所在の小手島港４号防波堤灯台から真方位２８３°１００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２２.６′ 東経１３３°３９.２′）  

事故調査の経過 平成２３年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 ニュービサン、１９トン 

２７３－１１８３８香川、備讃フェリー株式会社、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構 

 １８.２０ｍ×４.００ｍ×１.４０ｍ、軽合金 

ディーゼル機関２基、６４７kＷ（合計）、平成１６年７月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成８年８月１９日 

免許証交付日 平成１８年７月３１日 

         （平成２３年８月８日まで有効） 

 死傷者等 なし  

 損傷 本船 船首右舷側外板に凹損 

桟橋 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか１人が乗り組み、旅客８人を乗せ、小手島漁港の小手

島桟橋に入船右舷着けの態勢で着桟作業中、風を右舷正横から受け、平成

２３年３月１６日１１時５５分ごろ、右舷船首部が本件桟橋の南東端に衝

突した。なお、本船の風速計は、本事故発生当時、壊れていた。 

船長は、旅客の負傷及び船体の損傷状況を確認したところ、負傷者はお

らず、船体の損傷は航行に支障がないようだったので運航を再開した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 ５.２m/s、視界 良好 

多度津特別地域気象観測所（本事故現場の南東約７.５海里）の観測値 

３月１６日 

１１時４０分 平均 西北西風６.９m/s、最大 西北西風１１.８m/s

１１時５０分 平均 西北西風６.０m/s、最大 西北西風１１.７m/s

１２時００分 平均 西北西風５.２m/s、最大 西北西風  ９.５m/s

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 
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 その他の事項  小手島桟橋は、南西方向から北東方向に向けて設置されており、船長

は、主に右舷着けで着桟していた。 

本船は、軽合金製で船体が軽く、横風を受けると船首部よりも船尾部の

圧流速度が大きかった。 

船長は、本事故当時、ふだんと変わらない方法で着桟していた。 

船長は、本事故を目撃した人から本船の損傷状態を知らされた。 

船長は、これまでの経験から、本事故発生時には約１０～１４m/s の北

西風が吹いていると思った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

あり 

 本船は、小手島漁港の小手島桟橋において、右

舷正横からの風を受けながら着桟作業中、風によ

り右舷船尾が圧流されたことから、右舷船首部が

小手島桟橋に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、小手島漁港の小手島桟橋において、右舷正横からの

風を受けながら着桟作業中、風により右舷船尾が圧流されたため、右舷船

首部が本件桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




